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次
の
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お
り
公
印
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改
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し
た
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令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　

称

種　
　

類

用　
　

途

印　
　
　
　
　
　

影

使
用
開
始
年
月
日

宮
城
県
東
部

地
方
振
興
事

務
所
長
之
印

地
方
機
関

長

印

一
般
文
書
用

新

令
和
六
年　

�

八
月
一
日

旧

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

気
仙
沼
市
中
山
二
二
の
一
、
二
三
、
二
四
の
一
、
二
六
、
二
八
、
二
九
、
三
一
の
一
、
三
二
の
一
、
三
二
の
三
、

三
五
の
一
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
か
ら
三
七
の
三
ま
で
、
四
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
三
、
五
一
、

五
三
の
一
、
五
四
、
五
六
の
一
、
五
六
の
三
、
五
八
の
一
、
五
九
の
一
、
六
〇
、
六
三
、
六
四
の
一
、
九
〇
の
一
、

九
二
の
一
、
九
三
の
一
か
ら
九
三
の
三
ま
で
、
九
四
、
九
五
、
九
六
の
一
、
九
六
の
二
、
九
八
の
一
、
九
八
の
四
、

九
九
か
ら
一
〇
一
ま
で
、
一
〇
二
の
二
、
長
崎
二
三
一
の
一
、
二
三
一
の
二
、
二
三
二
の
一
、
二
三
三
の
一
、
二
三

四
の
一
か
ら
二
三
四
の
三
ま
で
、
二
四
二
、
二
四
三
の
一
か
ら
二
四
三
の
三
ま
で
、
二
四
四
の
二
、
二
四
四
の
三
、

二
四
四
の
六
、
二
四
五
、
二
四
七
の
二
、
二
七
七
、
二
七
八
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
山
王
山
一
二
の
一
、
字
又
平
壇
一
一
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
山
王
山
一
二
の
一
、
字
又
平
壇
一
一
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

ア
イ
リ
ス
チ
ト
セ
株
式
会
社

大
山　

富
生

仙
台
市
若
林
区
卸
町
三
丁
目
八
番
百
三
号

特－

一

第
二
万
二
千
六
十
三
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
公
共
工
事
以
外
に
係
る
も
の

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
六
年
八
月
九
日
か
ら
八
月
三
十
日
ま
で
の
二
十
二
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

ア
イ
リ
ス
チ
ト
セ
株
式
会
社
は
、
少
な
く
と
も
北
海
道
札
幌
市
内
ほ
か
五
件
の
工
事
に
お
い
て
、
法
第
二
十
六
条
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第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
監
理
技
術
者
を
配
置
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
唐
桑
町
神
の
倉
一
四
八
番
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
神
の
倉
一
四
八
番
地
先
ま
で

前

　

六
・
三
～

�

九
・
四

�

四
七
・
一

後

　

七
・
二
～

�
一
〇
・
五

�

四
七
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

仙
台
市
岩
切
羽
黒
前
利
府
町
神
谷
沢
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
岩
切
字
羽
黒
前
八
十
九
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
十
二
月
一
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
新
太
子
堂
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
館
九
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
十
九
日

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　

１　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
松
島
高
等
学
校
）　

一
式

　

２　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
村
田
高
等
学
校
）　

一
式

　

３　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
農
業
高
等
学
校
）　

一
式

　

４　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
伊
具
高
等
学
校
）　

一
式

　

５　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校
）　

一
式

　

６　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
石
巻
工
業
高
等
学
校
）　

一
式

　

７　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
古
川
工
業
高
等
学
校
）　

一
式

　

８　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
一
迫
商
業
高
等
学
校
）　

一
式

　

９　

宮
城
県
立
高
等
学
校
電
子
計
算
組
織
賃
貸
借
（
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
）　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
財
務
・
就
学
支
援
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　
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一
の
１　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
２　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
３　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
４　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
５　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
６　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
７　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
８　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

　

一
の
９　

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

　

一
の
１　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

　

一
の
２　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

　

一
の
３　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

　

一
の
４　

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

　

一
の
５　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

　

一
の
６　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

　

一
の
７　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

　

一
の
８　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

　

一
の
９　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

五　

落
札
金
額

　

一
の
１　

五
千
二
百
四
十
七
万
円

　

一
の
２　

八
千
二
百
二
十
二
万
二
千
八
百
円

　

一
の
３　

四
千
七
百
二
十
万
三
千
二
百
円

　

一
の
４　

一
億
五
百
二
十
七
万
円

　

一
の
５　

三
億
九
百
二
十
三
万
六
千
四
百
円

　

一
の
６　

五
千
六
百
九
十
一
万
千
八
百
円

　

一
の
７　

八
千
三
十
八
万
八
千
円

　

一
の
８　

一
億
三
千
三
百
七
十
三
万
九
千
百
円

　

一
の
９　

四
千
九
百
三
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
五
月
十
七
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

㈠　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

届
出
年
月
日

高
橋
こ
う
じ
後

援
会

髙
橋　

浩
司

髙
橋　

浩
司

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
五－

七

－

七

衆
議
院
議
員

令
和
六
年

�

六
月
十
九
日

　

㈡　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

前
進
会

加
藤　

和
俊

加
藤　

和
俊

仙
台
市
若
林
区
新
寺
五－

六－

一
八

令
和
六
年

�

六
月
十
八
日

日
本
民
心
党

髙
橋　

理
茂

髙
橋　

理
茂

登
米
市
南
方
町
上
砥
落
七－

一

令
和
六
年

�

六
月
十
四
日

宮
城
県
産
業
資
源
循
環

政
治
連
盟

鈴
木　
　

昇

宇
角　

安
弘

仙
台
市
青
葉
区
木
町
通
一－

四－

一
五

令
和
六
年

�

六
月
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
仙

台
市
若
林
区
第
二
支
部

菊
地　

崇
良

会
計
責
任
者

の

氏

名

菊
地　

正
人

菊
地　

雅
文

令
和
六
年

�

六
月
二
十
七
日

日
本
維
新
の
会
衆
議
院

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

仙
台
市
若
林
区
石

富
谷
市
ひ
よ
り
台

令
和
六
年
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宮
城
県
第
２
選
挙
区
支

部

所
の
所
在
地

名
坂
七－

二
〇
六

二－

三
一－

一

�

五
月
二
十
八
日

宮
城
維
新
の
会

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
国

分
町
三－

一
一－

六

富
谷
市
富
ケ
丘
二

－

一
六－

一
六

令
和
六
年

�

六
月
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

は
し
も
と
伸
一
後
援
会

渡
邊　

博
孝

代

表

者�

の

氏

名

渡
邊　

博
孝

齋
藤　

智
博

令
和
六
年

�

四
月
十
五
日

早
坂
あ
つ
し
後
援
会

（
絆
の
会
）

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
石

名
坂
七－

二
〇
六

富
谷
市
ひ
よ
り
台

二－

三
一－

一

令
和
六
年

�

五
月
二
十
八
日

ま
は
た
善
次
後
援
会

大
沼　

大
名

代

表

者�
の

氏

名

大
沼　

大
名

三
明　
　

堅

令
和
六
年

�

五
月
二
十
五
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

眞
幡　

善
次

天
野　

愔
信

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

早
坂　
　

敦

早
坂
あ
つ
し
後
援

会
（
絆
の
会
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
石
名

坂
七

富
谷
市
ひ
よ
り
台
二

－

三
一－

一

令
和
六
年

�
五
月
二
十
八
日

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
93号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
６
年
７
月
26日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
間

　
⑴
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
２
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
⑵
　
実
施
期
間

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
�　
令
和
６
年
９
月
17日
（
火
）
か
ら
同
月
25日
（
水
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）
の
６
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
　
令
和
６
年
10月
15日
（
火
）
か
ら
同
月
22日
（
火
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
を
除
く
。）
の
６
日
間

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
�　
令
和
６
年
９
月
20日
（
金
）
か
ら
同
月
25日
（
水
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）
の
３
日
間

　
　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
　
　
令
和
６
年
10月
18日
（
金
）
か
ら
同
月
22日
（
火
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
を
除
く
。）
の
３
日
間

２
　
講
習
の
実
施
場
所
及
び
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
第
１
回
講
習
及
び
第
２
回
講
習
と
も
に
新
規
取
得
講
習
及
び
追
加
取
得
講
習
合
わ
せ
て
40人
。

４
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
請
受
付
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
�　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

　
　
ウ
�　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
現
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
�　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者
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オ
�　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
現
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
�　
受
講
申
請
受
付
日
に
お
い
て
、
２
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す

る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及

び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条

に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
記
⑴
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

５
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
�　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を

受
け
付
け
、
予
約
番
号
を
付
与
す
る
。

　
　
�　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。
ま
た
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間

内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
�　
令
和
６
年
８
月
26日
（
月
）
か
ら
同
月
30日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
26日
か
ら
29日
ま
で
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
�　
令
和
６
年
９
月
９
日
（
月
）
か
ら
同
月
13日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
９
日
か
ら
12日
ま
で
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

６
　
受
講
手
続

　
　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
　
　
　
令
和
６
年
９
月
２
日
（
月
）
か
ら
同
月
６
日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
）

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
　
　
�　
令
和
６
年
９
月
30日
（
月
）
か
ら
10月
４
日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
�　
事
前
申
込
み
の
際
に
提
出
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
に
提
出
す

る
こ
と
。

　
　
�　
な
お
、
郵
送
及
び
代
理
人
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
ア
　
前
記
４
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
�　
最
近
５
年
間
に
、
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履

歴
書

　
　
　
イ
　
前
記
４
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
ウ
　
前
記
４
－
⑴
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
�　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
エ
　
前
記
４
－
⑴
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
オ
　
前
記
４
－
⑴
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
�　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
�　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
63の
項
に
基
づ
き
、

新
規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
38,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
14,000円

の
額
に
相
当
す

る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

７
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
100号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年
法
律
第
105号

）
第
102条

及
び
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
35年
総
理
府
令
第
60号
）

第
29条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
適
性
検
査
医
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　
令
和
６
年
７
月
26日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　



（7）　令和６年７月26日　金曜日 第522号宮　　城　　県　　公　　報

病
　
　
気
　
　
等

住
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

再
発
性
の
失
神
、
無
自
覚
性
の
低
血
糖
、

認
知
症

仙
台
市
青
葉
区
貝
ヶ
森
四
丁
目
17－
11

関
　
　
　
久
　
友

認
知
症

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
五
丁
目
５
－
19

虎
　
岩
　
武
　
志

認
知
症

仙
台
市
泉
区
黒
松
二
丁
目
11－
１

近
　
藤
　
　
　
等

認
知
症

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
川
窪
11－
45

高
　
階
　
憲
　
之


